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北九州市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

  平成３０年８月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第５３号

北九州市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則

 北九州市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年北九州市規則第２０号

）の一部を次のように改正する。

 別表第１の備考第２項中「及び第４５条」を「、第７条の２第４項及び第５

項、第７条の３第２項並びに第４５条」に改め、同項に後段として次のように

加える。

この場合において、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の

世帯に属する者が指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下この項において同じ。）

の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の

市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。

別表第１の備考第３項中「支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法

施行令（昭和３９年政令第２２４号）第１条第２号に規定する女子又は同令第

１条の２第２号に規定する男子に該当する者である場合における当該支給認定

保護者」を「支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者

が婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻（届出をしていないが

、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの又は婚

姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻（届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないものに該当する

者である場合における当該支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世

帯に属する者」に、「若しくは」を「又は」に改める。

   付 則

 （施行期日）

１ この規則は、平成３０年９月１日から施行する。ただし、別表第１の備考

第２項の改正規定（「及び第４５条」を「、第７条の２第４項及び第５項、

第７条の３第２項並びに第４５条」に改める部分に限る。）及び同表の備考

第３項の改正規定（「若しくは」を「又は」に改める部分に限る。）は、公

布の日から施行する。

 （経過措置）

２ この規則による改正後の北九州市子ども・子育て支援法施行細則の規定は
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、この規則の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保育、同法第２８条第１

項第２号に規定する特別利用保育、同項第３号に規定する特別利用教育、同

法第２９条第１項に規定する特定地域型保育、同法第３０条第１項第２号に

規定する特別利用地域型保育、同項第３号に規定する特定利用地域型保育及

び同項第４号に規定する特例保育（以下この項において「特定教育・保育等

」という。）について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等について

は、なお従前の例による。
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北九州市告示第３７６－２号 

北九州市自動車駐車場条例施行規則（平成５年北九州市規則第２９号）第２

条第４項の規定により北九州市営勝山公園地下駐車場の入出場時間を変更する

ので、同条第５項の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年８月３１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

  入出場時間を変更する日    変更後の入出場時間 

平成３０年９月２日 午後２時から午後１０時まで 
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北九州市告示第３８２号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第５条

第１項の規定により指定医療機関の指定をしたので、同法第２４条第１号の規

定により次のとおり告示する。 

  平成３０年９月５日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

よしひろ内科クリ

ニック 

北九州市小倉南区上葛原二丁目１

７番１４号２F 

平成３０年９月

１日 

医療法人さんか八

幡西クリニック 

北九州市八幡西区筒井町１５番２

号 

平成３０年９月

１日 

山崎歯科医院 北九州市小倉南区若園二丁目１３

番３３号 

平成３０年９月

１日 

平沼整形外科クリ

ニック 

北九州市門司区柳町一丁目１０番

１８号 

平成３０年９月

１日 

２ 薬局   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

サンキュードラッ

グ筒井町薬局 

北九州市八幡西区筒井町１５番１

号 

平成３０年９月

１日 

３ 訪問看護ステーション等  

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーシ

ョンすなお 

北九州市小倉南区沼緑町四丁目２

１番１号 

平成３０年９月

１日 
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北九州市告示第３８３号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１９

条の規定により指定医療機関から変更の届出があったので、同法第２４条第２

号の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年９月５日 

北九州市長 北 橋 健 治  

指定医療機関の所在地の変更 

１ 病院又は診療所 

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 変更年月日 

医療法人徳力団地

診療所 
旧 

北九州市小倉南区徳力一丁目

１４番１１号 

平成３０年７月

１７日 

新 
北九州市小倉南区徳力団地２

番１０号 

２ 訪問看護ステーション 

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 変更年月日 

訪問看護ステーシ

ョンほほえみ 
旧 

北九州市小倉南区葛原本町六

丁目１０番３号 

平成３０年８月

８日 

新 
北九州市小倉南区沼本町四丁

目２番１９号 
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北九州市告示第３８４号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

、その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した

書面を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  平成３０年９月５日 

北九州市長 北 橋 健 治

１  申請の概要

（１） 申請者

      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号 

三菱ケミカル株式会社黒崎事業所 

理事役事業所長 辻川昌徳 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号

三菱ケミカル株式会社黒崎事業所

（３） 特定施設の設置の概要

   特定施設の設置 

 （４） 設置される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力

種類 ３７号イ 洗浄施設 

名称 Ｄ－４４１ 

能力 ３．５ｍ３／日 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年

月日 

使用時間間隔 間欠

１日当たりの使用時間 ２０時間

季節的変動 なし

設置年月日 許可後
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ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量及 

び汚染状態 

汚水量

（ｍ３/日）

通常 ２５

最大 ２５

水素イオン濃度
通常  ７

最大 １～８

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ ）

通常  ７３０

最大 ５０，０００

浮遊物質量 

（ｍｇ／ ）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量 

（ｍｇ／ ）

通常  ５

最大  ５

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ ）

通常  １

最大  １

１，２－ジクロロエタン 

（ｍｇ／ ） 

通常    ０

最大 ０．０４

（５） 汚水等の処理施設に関する事項 

   汚水の処理施設の名称、使用時における当該汚水処理施設による処理後

の汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状

態の通常値及び最大の値等 

    名称 

項目     

排水処理設備ＡＳＡ２

設置前 設置後

汚水等の量

（ｍ３／日）

通常 １１，４６０

最大 １３，２２６
同左

水素イオン濃度 ６～９ 同左 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ ）

通常   １５８ 

最大   ２３０ 
同左 

浮遊物質量

（ｍｇ／ ）

通常    ６０ 

最大    ８６ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

（ｍｇ／ ）

通常     － 

最大     ４ 
同左 
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フェノール類含有量 

（ｍｇ／ ）

通常     － 

最大     ９ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ ）

通常   １５８ 

最大   ２５４ 
同左 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ ）

通常   ８．６ 

最大    ３８ 
同左 

ふっ素及びその化合物 

（ｍｇ／ ）

通常     １ 

最大     ６ 
同左 

（６） 排出水に関する事項

   排水口名、排水量及び汚染の状態 

排水口名

Ｎｏ．５排水口 

設置前 設置後 

排出水の量

（ｍ３／日）

通常 

最大 

６０，３６４ 

８２，５４０ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 

最大 
５～９ 同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

３８ 

４５ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

３０ 

４０ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物質

含有量（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

－ 

１ 
同左 

フェノール類含有量（ｍ

ｇ／ ）

通常 

最大 

－ 

１ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

６０ 

１２０ 
同左 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

２．５ 

９ 
同左 

ふっ素及びその化合物

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

６ 

６．７ 
同左 
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２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   平成３０年９月５日から同月２６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く毎日

午前８時３０分から午後５時１５分まで）

   （２） 場所 

     北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  当該事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した

文書を、平成３０年９月２６日までに上記縦覧場所に到着するように提出す

ること。 
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北九州市告示第３８５号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

、その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した

書面を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  平成３０年９月５日 

北九州市長 北 橋 健 治

１  申請の概要

（１） 申請者

      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号 

三菱ケミカル株式会社黒崎事業所 

理事役事業所長 辻川昌徳 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

      北九州市八幡西区黒崎城石１番１号

三菱ケミカル株式会社黒崎事業所

（３） 特定施設の設置の概要

   特定施設の設置 

 （４） 設置される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力

種類 ２７号ヌ 廃ガス洗浄施設 

名称 除害塔 ＥＬ５Ｄ８５１ 

能力 １５０Ｎｍ３／ｈ 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年

月日 

使用時間間隔 連続

１日当たりの使用時間 ２４時間

季節的変動 なし

設置年月日 許可後
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ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量及 

び汚染状態 

汚水量

（ｍ３/日）

通常 １１

最大 １１

水素イオン濃度
通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ ）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量 

（ｍｇ／ ）

通常 ２０

最大 ２０

（５） 汚水等の処理施設に関する事項 

   汚水の処理施設の名称、使用時における当該汚水処理施設による処理後

の汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状

態の通常値及び最大の値等 

    名称 

項目     

設置前 設置後 設置前 設置後

中和ピット

（T-890）
中和ピット

（EL6Z090）
中和ピット

（T-492）
中和ピット

（EL6Z092）
汚水等の量

（ｍ３／日）
１２ ２３

通常 ３４１

最大 ４４１

通常 ３５２

最大 ４５２

水素イオン濃度 ６～８ 同左 ６～８ 同左 

化学的酸素要求量

（ｍｇ／ ）
２２ 同左 

通常 ２０ 

最大 ２５ 
同左 

浮遊物質量

（ｍｇ／ ）
２０ 同左 ２０ 同左 

（６） 排出水に関する事項

   排水口名、排水量及び汚染の状態 

排水口名

Ｎｏ．５排水口 

設置前 設置後 

排出水の量

（ｍ３／日）

通常 

最大 

６０，３６４ 

８２，５４０ 

６０，３５８ 

８２，５３４ 

13



水素イオン濃度 
通常 

最大 
５～９ 同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

３８ 

４５ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

３０ 

４０ 
同左 

ノルマルヘキサン抽出物質

含有量（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

－ 

１ 
同左 

フェノール類含有量（ｍ

ｇ／ ）

通常 

最大 

－ 

１ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

６０ 

１２０ 
同左 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

２．５ 

９ 
同左 

ふっ素及びその化合物

（ｍｇ／ ）

通常 

最大 

６ 

６．７ 
同左 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   平成３０年９月５日から同月２６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く毎日

午前８時３０分から午後５時１５分まで）

   （２） 場所 

     北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  当該事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した

文書を、平成３０年９月２６日までに上記縦覧場所に到着するように提出す

ること。 
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